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第２回登別市簡易水道事業運営審議会議事録 

 

開催日時 

 令和元年６月１２日（水）午後２時００分 

開催場所 

 登別市役所 第二委員会室 

出席者 

 委員５名（会長、副会長含む 

事務局 

 ９名 

  

 

１ 開会 

（会長） 

  皆さん、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。第２回登別市

簡易水道事業運営審議会を開催いたします。 

  前回の第１回審議会では、「登別市簡易水道事業の現状と今後の取組について」

事務局より情報提供をいただいた後に、諮問事項であります「簡易水道料金の改

定について」、改定の経緯、水道料金の算定方法、料金改定率の設定にあたって

の考察経緯、現時点における改定案について説明をいただきまして、これに関し

まして質疑を行いました。 

  その後、審議に必要となります資料について討議を行った結果、「料金改定に

よる影響額について」の資料を、本日第２回審議会までに、事務局にて用意する

こととなりました。 

  本日は、まずは用意されました資料につきまして事務局より説明を受け、これ

に関する質疑を行った後に、簡易水道料金改定の是非などに関する審議に入るこ

とにいたしますが審議に先立って、まずは日程２の議事録署名委員の選出を行い

ます。 

   

２ 議事録署名委員選出 

（田瀬会長） 

会議録署名委員につきましては、第１回審議会において、１回の会議ごとに五

十音順で二名ずつお願いすることとなっておりました。 
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３ 資料説明及び質疑 

（会長） 

  それでは日程３の資料説明及び質疑に移ります。前回の審議会で要求した資料 

 につきまして、事務局より説明を受けた後に、これに関する質疑を行います。 

  それでは、事務局より、「料金改定による影響額について」、資料の説明お願

います。 

（事務局）      

それでは、事務局より「料金改定による影響額について」、説明させていただ

きます。 

  今回の改定につきましては、段階的に３回の引き上げを予定していますので、

現行料金、１回目の改定料金、２回目の改定料金、３回目の改定料金を掲載して

おりまして、それぞれの差額を表示しています。 

  用途別の家事用の２０立方メートルの使用ですと、現行料金３，１５１円が、

１回目の改定で３，７１８円となり差額が５６７円、２回目の改定で４，２７３

円となり差額が５５５円、３回目の改定で４，８２２円となり差額が５４９円と

なり、だいたい５５０円位ずつ値上がりしていくこととなります。 

  続きまして、営農用の１００立方メートルの使用ですと、現行料金４，５５４

円が、１回目の改定で５，７５８円となり差額が１，２０４円、２回目の改定で

６，９６３円となり差額が１，２０５円、３回目の改定で８，１６６円となり差

額が１，２０３円となり、だいたい１，２００円位ずつ値上がりしていくことと

なります。 

  続きまして、併用の２００立方メートルの使用ですと、現行料金１０，０８１

円が、１回目の改定で１２，６２８円となり差額が２，５４７円、２回目の改定

で１５，１６３円となり差額が２，５３５円、３回目の改定で１７，６９２円と

なり差額が２，５２９円となり、だいたい２，５００円位ずつ値上がりしていく

こととなります。 

  続きまして、事業用の３５０立方メートルの使用ですと、現行料金８３，４６

８円が、１回目の改定で９７，２８６円となり差額が１３，８１８円、２回目の

改定で１１１，０２６円となり差額が１３，７４０円、３回目の改定で１２４，

８２１円となり差額が１３，７９５円となり、だいたい１４，０００円位ずつ値

上がりしていくこととなります。 

  説明は以上でございます。 
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（会長）     

ありがとうございました。それでは、委員の皆様より、「料金改定による影響

額について」、ご質問等があれば挙手にてお願いします。 

（委員） 

 それぞれの改定の時期については。 

（事務局） 

  第１回の審議会で説明させていただきましたが、１回目を２０２０年２月１日

に予定しておりまして、その２年後に２回目、さらに２年後に３回目を予定して

いるところです。 

（会長） 

  私から一つ、今の説明で家事用であれば２０立方メートル、営農用が１００立

方メートル、併用が２００立方メートル、事業用が３５０立方メートル使用の説

明をいただきましたが、この使用量での利用者が多いということなのでしょうか。 

（事務局） 

  あくまでも説明のため一例として選んだもので利用者が多いということではあ

りません。また、表示している使用料につきましては、実際の利用者の皆さんの

使用量に近い数字になっています。 

（委員） 

  実際の料金計算は１立方メートルずつ計算されるのでしょうか。 

（事務局） 

  ここに表示しているものはあくまで端数を切り捨て、サンプルとして表示して

いるものですので、実際計算は１立方メートル単位で行います。 

（委員） 

  用途別に家事用、併用、営農用とありますが、併用と営農用の状況はどのよう

になっているのでしょうか。 

（事務局） 

  家事用のメーターと営農用のメーターを個別に設置していれば、それぞれの料

金計算となりますが、色々な事情によりメーターが一つしかない場合に併用とし

て料金計算しています。前回近井委員が言われたとおり、それぞれにメーターを

設置するほうが明確になるので、市としてもその方がいいのですが、メーターを

設置するとなると工事費用は個人負担になり、強制することもできませんので、

メーターが一つの場合には併用として取り扱っています。 
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（委員） 

  併用として利用している件数はどの程度でしょうか。 

（事務局） 

  併用は３０件程度に対して、営農用は１３件程度となっています。 

（会長）     

その他、質問ありませんでしょうか。無いようですので、日程４の利用者説明

会の開催結果報告に移ります。 

  

４ 利用者説明会の開催結果報告 

（会長） 

  それでは、事務局より先日開催しました、利用者説明会について開催結果報告

をお願いします。 

（事務局）      

簡易水道料金改定に関する利用者説明会の開催結果報告ですが、まず開催概要

について、２０１９年５月２３日木曜日に札内偕楽園で、６月１１日火曜日に千

歳福寿園において、１４時より、利用者の皆さんに現時点における簡易水道料金

に関する市の考え方をお知らせするために利用者説明会を開催いたしました。 

説明内容としましては、登別市簡易水道事業の現状と今後の取組についてと、

簡易水道料金改定についての２つを説明させていただきました。 

参加人数ですが、札内偕楽園、千歳福寿園でそれぞれ４人の参加があり、総数

で８人の方に参加していただきました。 

  説明会全体を通じては、ありませんでしたが、終了後に個別で影響額について

質問がありましので、対応いたしました。 

  以上でございます。 

（会長） 

ありがとうございました。それでは続きまして、日程５の諮問事項に関する審

議に移ります。 

 

５ 諮問事項に関する審議 

（会長） 

  審議会としては、第一に簡易水道料金改定の是非について、また、これを容認

する場合には、第二にその改定内容について調査審議を求められておりますので、

はじめに改定自体の是非について審議を行いたいと思います。 
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  簡易水道料金改定の是非について審議を行うにあたりましては、先日事務局よ

り説明のありました、「簡易水道料金の改定について」の内容をどう考えるかが

重要になると思います。 

  事務局からは、料金収入不足分を一般会計からの繰入金で補てんしていて、慢

性的な料金収入不足の状況でありますので、支出削減などの経営努力をこれまで

同様に実施するものの、料金改定をしなければ安定的な事業運営が難しいとの説

明がありましたが、この点につきましてはいかがでしょうか。 

 

（反対意見等なし） 

 

（会長） 

  反対意見等もないようですが、現状としまして簡易水道事業というか公営企業

については受益者負担により事業運営を行うことが基本的な考え方ですが、背景

的に簡易水道事業では難しい状況がありますので、ある程度は一般会計で負担を

してもらいながらも、今回の料金改定については致し方ないと思います。 

  このようなことから、改定に関しては致し方ないとの意見で一致しているもの

とします。 

  続きまして、簡易水道料金改定を容認することとして、その改定内容について

ですが、これに関しましても、先日事務局より説明のありました、「簡易水道料

金の改定について」の内容を見ていきます。 

  市としては、資産維持費を含めた、一般的な料金算定方式であります「総括原

価方式」で算定するという基本的な考え方を持ちつつ、「施設整備のための資金

をためること」、「経営上の不足分を補うこと」、「純損失の解消」、「基準外

繰入金の解消」の検討した結果、今回に関しましては、大幅な改定率を回避する

ために、営農用料金について道内平均水準とすることと、水道料金との格差を解

消したいと考えているわけですが、この点については、いかがでしょうか。 

（委員） 

  道内平均水準にするとありますが、他の自治体で同じように料金設定している

ところはあるのでしょうか。また、今後どの地域でも料金が引き上げになること

が考えられるが、そうなると道内水準も上がると思うが、今後もそれに合わせて

いくのでしょうか。 

（事務局） 

  現在の状況としましては、我々と同様な動きをしているという自治体は聞いて
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おりません。今回に関しては、１７年間料金改定を行ってこなかった、また、営

農用については３５年間料金を据え置いてきた経緯があり、その中で全道との差

が生じてきたもの考えております。また、他の自治体は市町村合併の際などで料

金の見直しを行っていた経緯もあり、今回は道内水準にしたいと考えたところで

あります。 

（会長） 

  その他、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 

（会長） 

  それでは、営農用料金を道内水準とすること、また、水道料金との格差を解消

することに関しましては、これを賛成といたします。 

  それでは、改定率についてですが、１度の改定では５８．６１％と大変大きな

改定率になることから、市としては、段階的に引き上げを行いたいと考えている

わけですが、改定の時期、回数、改定率につきまして提示されていますが、これ

についてはいかがでしょうか。 

（委員） 

  ５８．６１％という急激な引き上げに対して、市が利用者負担を考えて段階的

に引き上げを行うのは、良しとしなければならないと思います。 

（会長） 

  その他、意見等ありますでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 

（会長） 

  実際の段階的引き上げに関しましても、現在の市の考え方を賛成することとし

ます。 

  次に、改定時期についてですが、市としては、２０２０年２月１日の改正を考

えているとこですが、この点については、いかがでしょうか。 

（委員） 

  改定までに、利用者に情報の周知徹底を図り、理解をしてもらうようにしなけ

ればならないと考えます。 
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（委員） 

  説明会の参加人数も少ないように思えますので、改定時に知らなかったなど利

用者から言われないように、情報の周知を行っていただきたい。 

（会長） 

  その他、意見等ありますでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 

（会長） 

  それでは、改定時期に関しても、現在の市の考え方を賛成とすることでまとめ

ます。 

  ただし、前回、水道料金審議会の時もでしたが、やはり市民に情報を伝えると

いうのは難しいところがあり、説明会を開催してもなかなか参加してもらえない

等あるとは思いますが、できる限り簡易水道事業の現状等の周知徹底を図っても

らいたいと思います。 

  以上で、諮問事項に関しては、審議会として意見がひと通りまとまったと思い

ますが、その他、委員の皆さんからご意見などありますでしょうか。 

  無いようですので、日程６の答申案に関する審議に移ります。 

   

６ 答申案に関する審議 

（会長） 

 答申案につきまして、さきほど審議したとおり、今後、事業運営が出来なくな

る見通しを考えると、審議会としても、簡易水道料金改定は行わざるを得ないと

の方向で答申案をまとめることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

（会長） 

  続きまして、改定率についてですが、営農用料金については道内平均水準とす

ること、水道料金との格差を解消することを認め、市の考え方を妥当とする方向

で答申案をまとめることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 
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（会長） 

  続きまして、段階的な引き上げについてですが、市の考え方、２年ごとに３回

で引き上げることを妥当とする方向で答申案をまとめることでよろしいでしょう

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

（会長） 

  続きまして、改定時期についてですが、市の考え方、１回目を２０２０年２月

１日にすることを妥当とする方向で答申案をまとめることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

（会長） 

  その他、答申に加えるべき意見などについて、委員の皆さんから何かあります

でしょうか。 

（委員） 

  老朽化している施設を大幅改修する際は、料金に影響することはあるのでしょ

うか。 

（事務局） 

  必要な整備については、国の補助を活用しながら事業を進めていくこととして

います。また、今後４年毎に料金の検証を行い、その都度施設整備の必要性も含

めて、必要があれば改定する場合もあると考えています。 

（委員） 

  今回の改定により、水道料金と同じにするのであれば、簡易水道事業について、

利用者だけではなく、他の市民にも水道事業と簡易水道事業の関係性等の情報を

提供する工夫を行っていただきたい。 

（委員） 

  利用者以外の市民は、簡易水道を知らないのではないかと思うので、簡易水道

とはどういうものかを市の広報誌等を活用して理解してもらうことが必要ではな

いでしょうか。 

（事務局） 

  情報提供の重要性は言われているところでありまして、水道につきましては広
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報誌に情報を載せていますが、簡易水道は、あまり載せてこなかった経緯があり

ますので、最初に混乱しないように、水道と簡易水道をわかりやすく説明しなけ

ればならないと考えています。 

  今年、４月から簡易水道も公営企業となりましたので、今後は、水道同様に多

くの情報を発信していかなければならないと考えています。 

  また、現在ある水道ビジョンについては、ほぼ水道の情報しかないので、今後

見直しの時には、簡易水道についての情報も載せる検討も必要と考えています。 

（委員） 

  広報誌に掲載する場合は、水道と簡易水道の違いをわかるようにしないと、戸

惑う市民も居ると思うので、注意してほしい。 

（事務局） 

  情報提供について、４月から公営企業になったことにより、今まで以上に経営

状況を明らかにしていかなければならなくなり、水道と同じように、上期、下期

に分けて収支の状況を広報誌等に掲載することになります。これにより今までに

なかった情報を提供できるようになり、１２月の広報に上期の収支を掲載するの

で、その際に簡易水道について説明できるものと考えています。 

（会長） 

  意見のありました、情報提供について答申の附帯意見としますでしょうか。 

（委員） 

  将来的な話で、料金とは直接関係ないので附帯意見とはしなくていいのでは。 

（会長） 

  それでは、以上の考え方に基づきまして、次回第３回審議会までに、私が、皆

さまの意見をもとに、答申案を作成いたします。 

 

７ その他 

（会長） 

  続いて、日程の７その他に移ります。はじめに、今後の審議予定ですが、私と 

 しては、次回第３回審議会において、答申をまとめたいと考えております。 

  そこで、次回第３回審議会の日程についてでありますが、私からの提案としま 

しては、７月１６日火曜日に開催してはいかがかと考えておりますが、いかがで 

しょうか、また開始時刻につきましては、午後１時３０分ではいかがでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 
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（会長） 

  異議なしの声がありましたので、次回第３回審議会は、７月１６日火曜日、午

後１時３０分より開催することといたします。開催案内、当日審議する答申案に

ついては、開催１週間前を目途に、事務局より送付いたします。 

  その他、委員の皆さまから何かありますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

（会長） 

  それでは、事務局より連絡事項等はありますでしょうか。 

（事務局） 

  事務局より、委員の皆さまに１点確認したい事項がございます。委員の皆さま

のお名前と所属団体名と会長等の役職名を載せております委員名簿を市の公式ホ

ームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

（会長） 

  異議なしの声がありましたので、登別市の公式ホームページに委員名簿を公開

することにいたします。 

 

８ 閉会 

（会長） 

  それでは、予定した事項がすべて終了いたしましたので、これをもって第２回 

 審議会を閉会いたします。皆さま、本日はありがとうございました。 

 

終了 午後２時４０分 

 

 

 

 

 

 


